
 

 

水産業における燃油価格高騰への影響緩和支援について 

 

1. 概要 

 令和７年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」

において、物価高により厳しい状況にある事業者を支援するため、国の重点支

援地方交付金（令和７年度補正予算）を活用して、本市水産業における燃油価

格高騰への影響緩和を支援する。（別添資料参照） 

2. 対象者 

 市内の漁協に所属する正組合員（約600人）のうちセーフティネット構築事

業加入者（約530人） 

3. 支援内容 

 暫定税率廃止による漁業用燃油への影響を考慮した額を予算の範囲内で、

価格上昇分（A 重油 5.0円／L (免税)軽油 17.1円／L）に対して１／２を

支援する。（図1参照） 

4. 予算額 

 50,000千円 

5. 支援開始時期 

 令和８年４月以降 

6. その他 

 国による追加支援策が発表された場合は改めて対応を検討する。 
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（図1）暫定税率廃止による漁業用燃油への影響　

【免税軽油＝遊漁船以外の漁船動力】 【A重油＝ノリ乾燥機】

12月11日から 4月1日から 12月11日から 4月1日から

実質17.1円値上げ 実質5.0円値上げ

17.1 円 補助金（国） 5.0 円 補助金（国）

50.8 円 本体価格 67.9 円 95.0 円 本体価格 100.0 円

15.0 円 軽油引取税（本則） 15.0 円

17.1 円 軽油引取税（暫定）
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